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は
じ
め
に

九
州
か
ら
瀬
戸
内
を
中
心
と
し
た
西
日
本
に
は
、
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
軍
事
的
緊
張
を
背
景
に
古
代
山
城
が
築
か
れ
た
。
そ
の
多
く
は
八
世

紀
前
半
ま
で
に
は
役
割
を
終
え
て
廃
絶
す
る
が
、
西
海
道
の
大
野
城
・
基
肄
城
・

鞠
智
城
は
管
理
が
続
け
ら
れ
た
。
白
村
江
の
戦
い
後
の
唐
・
新
羅
の
襲
来
と
い

う
差
し
迫
っ
た
脅
威
が
去
っ
た
後
の
八
・
九
世
紀
の
鞠
智
城
に
つ
い
て
、
本
稿

で
は
寺
院
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

古
代
山
城
と
寺
院
に
つ
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
事
例
は
、
大
野
城
と
そ
の
山

中
に
建
立
さ
れ
た
四
王
寺
で
あ
る
。
八
世
紀
後
半
、
大
野
城
に
は
緊
張
関
係
に

あ
っ
た
新
羅
へ
の
対
応
と
し
て
、
護
国
の
力
が
期
待
さ
れ
た
四
天
王
像
を
安
置

す
る
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。
当
初
か
ら
寺
院
を
城
内
も
し
く
は
近
隣
に
建
設
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
山
城
を
構
築
し
て
い
る
事
例
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
一
）

、
少
な
く
と
も
四
王
寺
建
立
と
同
時
期
ま
で

機
能
し
て
い
た
古
代
山
城
に
つ
い
て
は
、
大
野
城
と
同
様
に
寺
院
が
設
け
ら
れ

た
可
能
性
が
な
い
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
鞠
智
城
内
に
仏
教
施
設
が
存

在
し
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
鞠
智
城
の
周
辺
に
は
現
在
塔
心
礎
が
残
る
十
蓮
寺
跡
が
あ
る
が
、
鞠

智
城
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す

る
に
は
、
他
の
一
般
的
な
全
国
の
郡
家
遺
跡
や
東
北
地
方
の
城
柵
と
そ
の
周
辺

寺
院
と
の
関
係
が
比
較
対
象
と
し
て
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
播
磨
城
山

城
や
備
中
鬼
ノ
城
の
よ
う
に
古
代
山
城
の
周
辺
に
白
鳳
期
の
寺
院
が
存
在
す
る

例
も
あ
る
が
、
瓦
が
共
通
す
る
な
ど
の
明
確
な
つ
な
が
り
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
山
城
周
辺
の
寺
院
に
つ
い
て
は
今
回
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
も
の

と
す
る
。

一
．
古
代
山
城
と
寺
院

　
（
一
）
大
野
城
と
四
王
寺

山
城
が
築
か
れ
た
後
に
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
大
野
城
内
に
建

て
ら
れ
た
四
王
寺
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
古
代
山
城
が
機
能
を
停
止

す
る
な
か
で
、
基
肄
城
・
鞠
智
城
と
と
も
に
維
持
管
理
が
続
け
ら
れ
た
大
宰
府

北
方
の
大
野
城
で
は
、
築
城
時
を
彷
彿
と
さ
せ
る
新
羅
と
の
関
係
悪
化
を
背
景

に
、
新
た
な
施
設
と
し
て
寺
院
が
創
建
さ
れ
た
。

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）、
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
呪

詛
へ
の
対
策
の
た
め
に
、「
新
羅
に
直あ
た
る
高
顕
浄
地
」
が
選
ば
れ
て
大
野
城
内

に
四
天
王
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
が
設
け
ら
れ
、
一
体
ご
と
に
一
人
の
僧
が
配
置
さ
れ

て
法
会
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
二
）

。
藤
原
仲
麻
呂
に
よ
る
新
羅
征
討
計
画
が

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
の
仲
麻
呂
失
脚
に
よ
り
頓
挫
し
て
以
降
は
、
日
本

と
新
羅
と
の
関
係
に
目
立
っ
た
問
題
は
確
認
で
き
な
い
が
、
依
然
と
し
て
一
定

の
緊
張
状
態
に
は
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
四
王
寺
創
建
の
官
符
が
出
さ

れ
た
翌
日
に
は
、
大
宰
府
に
入
っ
た
新
羅
使
が
服
属
国
と
し
て
の
礼
を
と
ら
な

清
田　

美
季　

　
　

八
・
九
世
紀
に
お
け
る
古
代
山
城
の
展
開
と
官
衙
・
寺
院
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か
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
ま
ま
帰
国
さ
せ
ら
れ
て
お
り
（
三
）

、
新
羅
使
来
着
よ
り

四
王
寺
創
建
官
符
が
史
料
の
日
付
上
は
一
日
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、

こ
の
頃
の
新
羅
と
の
緊
張
関
係
が
形
と
な
っ
て
表
れ
た
の
が
四
王
寺
創
建
や
新

羅
使
放
還
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四
天
王
法
は
厄
災
を
祓
い
国
家
鎮
護
を
祈
願
す
る
修
法
で
、
新
羅
の
呪
詛
へ

の
対
応
と
し
て
適
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
天
王
は
東
方
の

持
国
天
、
南
方
の
増
長
天
、
西
方
の
広
目
天
、
北
方
の
多
聞
天
（
四
）

の
四
体
一

組
で
、
現
在
城
内
の
尾
根
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
が
存
在
し
た
と
想
定
さ
れ
る
場

所
は
、
安
置
さ
れ
た
仏
像
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
礎
石
群
や
井
戸
跡

な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
場
所
も
あ
る
が
仏
堂
跡
と
確
定
し
て
い
る
遺
構
は
な

く
、
寺
院
創
建
期
の
様
相
は
不
明
で
あ
る
。
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
に
一
旦

寺
院
と
し
て
は
廃
止
さ
れ
て
仏
像
や
什
物
等
な
ど
は
麓
の
筑
前
国
分
寺
へ
と
移

動
さ
れ
る
が
（
五
）

、
ま
も
な
く
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
は
戻
さ
れ
た
（
六
）

。
こ

の
と
き
は
僧
の
配
置
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
二
年
後
に
四
天
王
法
が
再
開
さ

れ
寺
院
と
し
て
の
機
能
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
っ
た
（
七
）

。
さ
ら
に
弘
仁
二
年

（
八
一
一
）
に
は
新
た
に
釈
迦
如
来
像
も
置
か
れ
て
い
る
（
八
）

。
四
天
王
法
が

再
開
さ
れ
た
場
所
が
「
鼓
峰
」、
釈
迦
安
置
場
所
は
「
鼓
岑
」
と
見
え
る
こ
と

か
ら
、
四
天
王
像
・
釈
迦
如
来
像
と
も
に
「
鼓
峰
（
鼓
岑
）」
に
安
置
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
場
所
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
後
の
四
王
寺
に
つ
い
て
は
、仁
寿
三
年（
八
五
三
）五
月
に
、観
世
音
寺
、

弥
勒
寺
（
宇
佐
八
幡
宮
の
神
宮
寺
）、
四
王
院
（
四
王
寺
）、
香
椎
廟
、
大
宰
府

管
内
の
国
分
寺
で
大
般
若
経
が
読
ま
れ
て
い
る
（
九
）

。
こ
れ
は
同
年
四
月
頃
か

ら
流
行
し
て
い
た
天
然
痘
へ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
同
年
九
月
に
は
天
然
痘
患
者
に
対
し
て
大
宰
府
か
ら
賑
給
が
行
わ
れ
て
お

り
（
一
〇
）

、
西
海
道
で
も
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
貞
観
八
年

（
八
六
六
）
二
月
に
は
阿
蘇
大
神
の
怒
気
に
よ
っ
て
疫
病
の
流
行
や
隣
国
と
の

兵
乱
の
脅
威
が
心
配
さ
れ
た
た
め
、
四
王
寺
で
金
剛
般
若
経
と
般
若
心
経
の
転

読
が
行
わ
れ
て
い
る
（
一
一
）

。
こ
れ
に
類
す
る
出
来
事
と
し
て
、
時
代
は
降
る
が

万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
に
は
、
宇
佐
八
幡
宮
で
起
き
た
奇
怪
な
事
件
か
ら
、

兵
革
な
ど
を
警
戒
し
て
東
海
・
東
山
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
で
は
国
分
寺
で

の
仁
王
般
若
経
転
読
を
、
西
海
道
で
は
国
分
寺
に
加
え
て
四
王
寺
も
仁
王
般
若

経
の
転
読
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
一
二
）

。
四
王
寺
は
当
初
は
新
羅
へ
の
対
応
か
ら

建
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
国
家
安
泰
を
妨
げ
る
様
々
な
国
内
で
の
事
象
へ
の

対
応
に
も
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弘
仁
二
年
に
釈
迦
如
来
像
が
追
加

さ
れ
た
こ
と
で
、
四
天
王
法
以
外
に
も
よ
り
多
様
な
法
会
に
対
応
で
き
る
寺
院

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
に
は
、
四
王
寺
で
仏
像
・
堂

舎
が
鳴
動
し
た
た
め
伊
勢
神
宮
に
奉
幣
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
一
三
）

。
こ

う
し
た
怪
異
へ
の
対
応
や
四
王
寺
自
体
の
鳴
動
は
特
筆
す
る
べ
き
こ
と
と
し
て

史
料
に
残
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
春
秋
二
回
の
四
天
王
法
勤
行

な
ど
は
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
野
城
と
同
じ
く
大
宰
府
の
防
衛
の
た
め
に
築
か
れ
た
基
肄
城
に
関
し
て

も
、
山
城
と
寺
院
が
併
存
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
城
内
に
仏
堂
が
存
在
し
た
可

能
性
が
あ
る
。
明
確
な
遺
構
は
存
在
せ
ず
、
文
献
史
料
上
か
ら
も
確
認
で
き
な
い

が
、
山
村
信
榮
氏
は
「
坊
中
山
」「
城
山
千
坊
」「
伽
藍
座
」「
鐘
撞
」
な
ど
、
仏

教
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
地
名
が
城
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
一
四
）

、
何
ら

か
の
仏
教
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
山
村
一
九
九
八
）
（
一
五
）

。
た

だ
し
そ
れ
ら
の
地
名
が
い
つ
頃
か
ら
存
在
す
る
か
は
不
明
で
、
今
後
の
調
査
・
研

究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

他
の
古
代
山
城
に
つ
い
て
は
、
廃
絶
す
る
以
前
に
城
内
に
寺
院
を
伴
っ
て
い

た
痕
跡
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
七
世
紀
後
半
の
唐
・
新
羅
襲
来
の
可
能
性
と
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い
う
対
外
的
な
危
機
に
対
し
て
、
寺
院
を
建
立
し
国
家
の
鎮
護
を
祈
願
す
る
こ

と
は
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
山
城
で
す
ら
未
完
成
の
ま
ま
廃
絶
に
至
っ

た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
亀
田
二
〇
一
四
）、
多
く
の
山
城
で
は
寺
院

が
建
立
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
絶
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
古
代
山
城

と
寺
院
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
八
世
紀
以
降
も
山
城
と
し
て
の
機
能

を
維
持
す
る
中
で
大
野
城
に
建
立
さ
れ
た
四
王
寺
の
存
在
は
大
変
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
王
寺
の
建
立
は
出
羽
国
の
秋
田
城
、
ま
た
そ

の
他
日
本
海
側
の
諸
国
で
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
王
寺（
四

天
王
寺
）
建
立
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
や
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
（
二
）
秋
田
城
と
四
天
王
寺

七
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
東
北
地
方
で
は
蝦
夷
征
討
が
行
わ
れ
城
柵

が
築
か
れ
た
。
こ
れ
ま
で
東
北
地
方
の
城
柵
と
西
日
本
の
古
代
山
城
と
は
機
能

を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
（
進
藤

二
〇
一
〇
）。
す
な
わ
ち
、
城
柵
は
政
庁
を
も
つ
当
該
地
域
の
政
治
の
中
心
で
、

政
庁
の
発
見
さ
れ
て
い
な
い
西
日
本
の
山
城
と
は
根
本
的
に
機
能
が
異
な
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
ぼ
同
時
期
の
古
代
国
家
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
防

衛
に
関
わ
る
施
設
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、
特
に
八
世
紀
半
ば
以
降
は
双
方
と

も
「
城
」
と
表
記
さ
れ
、
国
家
に
と
っ
て
一
定
の
共
通
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
を
初
見
と
す
る
出
羽
柵
は
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）

の
出
羽
国
新
設
を
経
て
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
秋
田
村
高
清
水
岡
に
移
さ

れ
、
や
が
て
秋
田
城
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
二
百
年
ほ
ど
出
羽
国

の
軍
事
・
行
政
の
中
心
施
設
と
し
て
維
持
さ
れ
た
秋
田
城
に
は
、
大
野
城
と
同

じ
く
四
天
王
を
祀
る
堂
舎
が
設
け
ら
れ
、
現
在
秋
田
城
跡
の
近
隣
の
秋
田
市
寺

内
に
は
古
四
王
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。

秋
田
城
の
四
天
王
寺
の
初
見
記
事
は
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
正
月
癸
卯
（
廿

八
日
）
条
（
一
六
）

で
、
出
羽
国
を
襲
っ
た
地
震
に
よ
り
「
四
天
王
寺
丈
六
仏
像
」

と
「
四
王
堂
舎
」
が
倒
壊
し
た
と
あ
る
。
秋
田
城
跡
で
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考 第 1図　史跡秋田城発掘調査位置図
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え
ら
れ
て
い
る
遺
構
は
、
外
郭
の
外
側
南
東
部
に
隣
接
す
る
鵜
ノ
木
地
区
建
物

群
（
一
七
）

で
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
か
け
て
堂
舎
風
の
建
物
が

整
備
さ
れ
、「
寺
」「
玉
寺
」
な
ど
の
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
お
り
、寺
院
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
（
伊
藤
二
〇
〇
六
）
（
一
八
）

。
寺
院
創
建
が
八
世
紀
末
で
あ
る

な
ら
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
の
蝦
夷
の
蜂
起
か
ら
始

ま
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
の
時
期
に
あ
た
り
、
秋
田
城
も
そ
の
混
乱

の
さ
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
不
穏
な
状
況
の
克
服
、
ひ
い
て
は
国
家
鎮
護

を
祈
る
た
め
、
秋
田
城
で
も
四
天
王
寺
が
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
大
野
城
の
四
王
寺
創
建
と
も
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
に
秋
田

城
で
の
四
王
寺
の
建
立
が
確
認
で
き
た
が
、
東
北
地
方
の
他
の
城
柵
と
寺
院
と 

い
う
観
点
か
ら
、
陸
奥
国
府
で
あ
っ
た
郡
山
遺
跡
・
多
賀
城
と
そ
の
付
属
寺
院

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

古
代
国
家
は
蝦
夷
に
対
し
て
、
軍
事
行
動
に
よ
る
制
圧
だ
け
で
な
く
、
朝
貢

と
饗
応
に
よ
る
服
属
儀
礼
を
実
施
し
、
儒
教
や
仏
教
に
よ
る
教
化
を
重
視
し
て

支
配
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
寺
院
の
建
立
や
俘
囚
の
得
度

な
ど
が
行
わ
れ
た
（
平
川
一
九
九
二
）。

郡
山
遺
跡
（
宮
城
県
仙
台
市
）
は
、
七
世
紀
半
ば
頃
か
ら
営
ま
れ
た
第
Ⅰ
期

と
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
営
ま
れ
た
第
Ⅱ
期
の
官
衙
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅱ
期
官
衙
は
多
賀
城
創
建
前
の
陸
奥
国
府
と
考
え
ら
れ
、
こ

の
第
Ⅱ
期
官
衙
の
南
方
に
隣
接
し
て
営
ま
れ
た
の
が
郡
山
廃
寺
で
あ
る
。
郡
山

廃
寺
は
多
賀
城
廃
寺
の
前
身
寺
院
と
考
え
ら
れ
、
城
柵
に
付
属
す
る
寺
院
と
し

て
の
機
能
が
多
賀
城
廃
寺
に
移
っ
た
後
も
、
発
見
さ
れ
る
遺
物
の
状
況
か
ら
、

八
世
紀
中
葉
頃
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

多
賀
城
（
宮
城
県
多
賀
城
市
）
は
多
賀
城
碑
に
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
創

建
と
記
さ
れ
、
発
掘
調
査
の
結
果
も
こ
の
記
載
と
矛
盾
し
な
い
（
平
川

一
九
九
三
）。
多
賀
城
廃
寺
は
多
賀
城
の
南
東
一
キ
ロ
ほ
ど
の
台
地
上
に
あ
り
、

多
賀
城
創
建
瓦
と
同
じ
も
の
を
用
い
て
造
営
さ
れ
た
。
伽
藍
配
置
は
観
世
音
寺

式
で
、
東
側
に
塔
（
一
九
）

、
西
側
に
金
堂
を
も
つ
。
多
賀
城
廃
寺
よ
り
西
に
二
キ

ロ
程
度
離
れ
た
山
王
遺
跡
か
ら
「
観
音
寺
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
発
見
さ

れ
、
付
近
に
「
観
音
寺
」
の
可
能
性
が
あ
る
寺
院
は
多
賀
城
廃
寺
し
か
存
在
し

第 2図　多賀城・大崎平野周辺古代遺跡地図
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な
い
こ
と
か
ら
、
多
賀
城
廃
寺
の
本
来
の
寺
院
名
は
「
観
音
寺
」
で
あ
っ
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
平
川
二
〇
〇
〇
）。
ま
た
こ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
多
賀
城
廃
寺
と
同
様
の
伽
藍
配
置
を
持
つ
郡
山
廃
寺
に
つ
い
て
も
観
音
寺

と
い
う
寺
院
名
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
今
泉
二
〇
〇
六
）。

こ
の
よ
う
に
、
郡
山
廃

寺
・
多
賀
城
廃
寺
は
陸
奥

国
府
と
密
接
な
関
係
を
も

ち
な
が
ら
運
営
さ
れ
た
寺

院
で
あ
る
。
伽
藍
配
置
・

寺
院
名
な
ど
を
考
え
る

と
、
大
野
城
や
秋
田
城
で

は
な
く
、
西
海
道
の
政
治

の
中
心
で
あ
っ
た
大
宰
府

と
、
護
国
の
力
が
期
待
さ

れ
た
筑
紫
観
世
音
寺
（
菱

田
二
〇
〇
五
）
と
の
関
係
と
比
較
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
、
本
稿
で
は

こ
れ
以
上
の
詳
論
は
控
え
た
い
。

秋
田
城
で
は
厄
災
を
祓
う
四
天
王
寺
の
建
立
に
よ
っ
て
護
国
の
一
助
と
な
る

こ
と
を
祈
願
し
て
い
た
。
大
野
城
の
四
王
寺
と
は
祓
わ
れ
る
厄
災
の
内
容
が
蝦

夷
な
の
か
新
羅
な
の
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
国
家
鎮
護
を
願
っ
て
四

王
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
日
本
海
側
諸
国
の
四
王
寺

四
王
寺
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、
秋
田
城
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
秋
田
城
以

外
の
日
本
海
側
諸
国
で
も
、
特
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
積
極
的
に
四
王
寺
が
建

立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
秋
田
城
跡
の
近
隣
に
古
四
王
神
社
が
存
在
し
、

出
羽
国
内
に
点
在
す
る
古
四
王
神
社
の
起
源
が
四
天
王
寺
や
四
王
堂
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
（
虎
尾
一
九
八
九
）、
置
賜
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
で

あ
る
道
伝
遺
跡
か
ら
九
世
紀
後
半
の
四
天
王
法
の
実
施
に
関
係
す
る
か
と
推
測

さ
れ
る
木
簡
が
出
土
し
（
平
川
一
九
八
四
）、
出
羽
国
内
で
は
秋
田
城
以
外
で

も
四
天
王
法
が
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

貞
観
年
間
以
降
に
は
、
日
本
海
側
の
諸
国
に
も
四
天
王
を
祀
る
堂
舎
が
建
て

ら
れ
た
こ
と
が
史
料
に
み
え
る
。
そ
の
始
ま
り
と
な
っ
た
の
は
貞
観
九
年

（
八
六
七
）
（
二
〇
）

、
伯
耆
（
二
一
）

・
出
雲
（
二
二
）

・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
（
二
三
）

に
四

天
王
の
仏
画
を
配
布
し
た
こ
と
で
あ
る
（
二
四
）

。
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
は
因
幡
・

伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
で
兵
士
の
訓
練
と
武
器
の
修
繕
を
行
い
、
四
天
王

像
の
前
で
調
伏
法
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（
二
五
）

。
こ
の
他
に
も
、
金
沢
市
に
は
「
四

王
寺
町
」
の
地
名
が
残
り
、
ま
た
四
王
寺
町
の
立
地
も
日
本
海
や
河
北
潟
を
見

下
ろ
す
尾
根
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
賀
国
に
も
四
王
寺
が
建
立
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
（
鈴
木
一
九
九
八
）。

こ
う
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
三
上
喜
孝
氏
は
出
羽
か
ら
北
陸
、
山
陰
、
西
海
道

に
至
る
日
本
海
側
諸
国
で
広
く
四
天
王
法
が
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
も
国

単
位
で
は
な
く
郡
単
位
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（
三
上
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
）。
日
本
海
側
で
は
、
現
在
史
料
で
確
認

で
き
る
以
上
に
、
活
発
に
四
天
王
法
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
四
王
寺
建
立
の
動
き
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
尊

が
判
明
し
て
い
る
古
代
寺
院
跡
は
少
な
く
、
史
料
上
の
制
約
と
い
う
面
も
あ
る

が
、
釈
迦
如
来
像
や
観
音
菩
薩
像
な
ど
を
本
尊
と
し
て
そ
の
周
り
に
四
天
王
像

を
配
置
す
る
の
で
は
な
く
、
四
天
王
像
を
本
尊
と
す
る
寺
院
は
他
に
は
確
認
で

き
な
い
（
二
六
）

。

第 3図　観世音寺伽藍配置
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こ
う
し
た
日
本
海
側
で
の
四
王
寺
創
建
の
動
き
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
九

世
紀
後
半
に
活
発
化
し
た
新
羅
海
賊
の
脅
威
で
あ
る
。
日
本
海
側
の
諸
国
は
海

を
挟
ん
で
新
羅
と
向
か
い
合
い
、
特
に
西
海
道
で
は
新
羅
海
賊
に
よ
る
略
奪
の

被
害
を
た
び
た
び
受
け
て
お
り
、
そ
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。貞

観
五
年
（
八
六
三
）
に
は
石
見
国
に
新
羅
人
の
船
が
漂
着
し
（
二
七
）

、
貞
観

六
年
か
ら
七
年
に
は
陰
陽
寮
や
天
文
博
士
か
ら
兵
乱
と
疫
病
の
流
行
へ
の
警
戒

が
説
か
れ
（
二
八
）

、
貞
観
八
年
に
は
肥
前
国
基
肄
郡
の
人
が
新
羅
に
武
器
製
造
技

術
を
供
与
し
対
馬
襲
撃
を
計
画
し
た
と
し
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
（
二
九
）

。
貞
観
九

年
に
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
の
五
ヵ
国
に
四
王
寺
が
創
建
さ
れ
た

の
は
そ
う
し
た
中
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
年
一
二
月
に
は
宇
佐
八
幡
宮
と
北

陸
道
諸
国
（
若
狭
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
・
越
中
・
越
後
・
佐
渡
）
に
対
し
て

仏
名
会
に
使
用
す
る
一
万
三
千
仏
の
仏
画
を
配
布
し
て
い
る
（
三
〇
）

。
悔
過
を
行
っ

て
滅
罪
を
祈
る
こ
と
で
新
羅
海
賊
の
脅
威
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
特
に
政
府
に
と
っ
て
の
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
の
は
、貞
観
一
一
年（
八
六
九
）

五
月
の
新
羅
海
賊
船
二
隻
が
博
多
湾
へ
侵
入
し
、
豊
前
国
か
ら
の
調
の
絹
・
綿

が
略
奪
さ
れ
た
事
件
（
三
一
）

で
、
一
二
月
に
は
こ
の
事
件
が
、
大
宰
府
の
政
庁
・

門
楼
・
兵
庫
の
上
に
大
鳥
が
現
れ
た
怪
異
や
、
肥
後
国
の
水
害
と
と
も
に
伊
勢

神
宮
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（
三
二
）

。
他
に
も
、
貞
観
か
ら
元
慶
年
間
に
か
け
て
は

新
羅
海
賊
へ
の
警
戒
措
置
と
し
て
警
備
強
化
が
図
ら
れ
（
三
三
）

、
日
本
海
に
面
し

た
諸
国
か
ら
兵
庫
な
ど
の
鳴
動
報
告
が
相
次
い
だ
（
三
四
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
八
世
紀
後
半
に
新
羅
の
呪
詛
へ
の
対
抗
と
し
て
建
立
さ
れ

た
大
野
城
の
四
王
寺
は
、
後
に
広
く
国
家
安
泰
の
た
め
の
妨
げ
と
な
る
事
象
を

退
け
る
た
め
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
期
か
や
や
遅
れ
る
程
度
の

時
期
に
は
秋
田
城
に
は
蝦
夷
と
の
戦
乱
を
背
景
に
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
そ
し
て
九
世
紀
後
半
に
は
、
新
羅
海
賊
の
活
動
活
発
化
を
受
け
て

日
本
海
側
諸
国
に
広
ま
っ
た
。
新
羅
海
賊
へ
の
対
抗
策
と
し
て
四
天
王
法
に
よ

る
調
伏
祈
願
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
存
在
す
る
肥
後
国
で
も
九
世
紀
後
半
に
は
緊

張
が
高
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
大
野
城
に
四
王
寺
が
建
て
ら

れ
た
八
世
紀
後
半
や
、
日
本
海
側
を
中
心
に
新
羅
海
賊
の
脅
威
が
迫
り
四
王
寺

が
建
て
ら
れ
た
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
鞠
智
城
の
様
相
に
つ
い
て
、
寺
院

建
立
と
い
う
面
か
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　
（
四
）
鞠
智
城
内
の
寺
院

鞠
智
城
内
で
出
土
し
た
仏
教
関
連
の
遺
物
と
し
て
は
、
貯
水
池
よ
り
出
土
し

た
銅
製
菩
薩
立
像
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
高
さ
一
〇
セ
ン
チ
に
も
満

た
な
い
小
さ
な
念
持
仏
で
、
個
人
の
崇
拝
物
で
あ
ろ
う
。
収
納
す
る
た
め
の
厨

子
が
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
の
仏
像
を
本
尊
と
す
る
仏
堂
が
設
け
ら

れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

鞠
智
城
内
で
仏
堂
の
可
能
性
が
あ
る
建
築
物
と
し
て
は
、
二
カ
所
で
出
土
し

て
い
る
八
角
形
建
物
が
あ
る
。
現
在
、
そ
の
う
ち
の
一
棟
が
三
層
の
鼓
楼
と
し

て
復
元
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
現
存
す
る
八
角
形
建
物
や
現
在
確
認
さ
れ
て
い

る
八
角
形
建
物
跡
の
多
く
は
仏
堂
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
鞠
智
城
内
の
八
角
形

建
物
跡
に
つ
い
て
も
仏
教
関
連
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
な
い
か
検
討
し
た
い

（
三
五
）

。
八
角
形
建
物
は
、
掘
立
柱
建
物
の
三
一
・
三
二
号
建
物
が
、
火
災
な
ど
の
た

め
に
失
わ
れ
、
短
期
間
の
う
ち
に
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
礎
石
建
物
三
〇
号
・
掘
立

柱
建
物
三
三
号
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
棟
の
八
角
形
建
物
は
、
鞠

智
城
が
繕
治
さ
れ
た
六
九
八
年
（
三
六
）

以
降
に
建
て
ら
れ
、
鞠
智
城
の
変
遷
時
期
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区
分
の
Ⅱ
期
（
七
世
紀
末
か
ら
八
世

紀
初
頭
）
か
ら
Ⅲ
期
（
八
世
紀
第
Ⅰ

四
半
期
後
半
以
降
）
に
か
け
て
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
大
野
城

に
四
王
寺
が
作
ら
れ
た
時
期
に
は
鞠

智
城
内
の
八
角
形
建
物
は
廃
絶
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
八
角
形
建
物

が
存
在
し
た
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀

第
Ⅰ
四
半
期
は
、
土
器
の
出
土
量
か

ら
、
鞠
智
城
に
人
が
常
駐
し
最
も
活

発
に
活
用
さ
れ
て
い
た
時
期
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
八
世
紀
第
Ⅱ
・
Ⅲ
四

半
期
は
土
器
が
出
土
し
な
い
こ
と
か

ら
人
が
常
駐
し
て
城
内
で
生
活
し
て

い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
掘
立
柱
建

物
が
よ
り
長
期
間
の
利
用
に
耐
え
ら

れ
る
礎
石
建
物
に
変
更
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
鞠
智
城
の
管
理

体
制
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
八
世
紀
第
Ⅱ
・
Ⅲ

四
半
期
に
は
八
角
形
建
物
自
体
は
存
続
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
一
棟

の
み
礎
石
建
物
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
二
棟
の
用
途
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
二
棟
の
八
角
形
建
物
に
は
心
礎
が
存
在
し
、
そ
の
廻
り
を
三
〇
・
三
一
号

建
物
は
二
重
、
三
二
・
三
三
号
建
物
は
三
重
に
礎
石
・
柱
が
囲
む
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
外
径
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
程
度
の
建
物
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
内
部
は
柱
が
密
集
し
て
非
常
に
狭
く
、
仏
像
を
安
置
す
る
に
は
適
し
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。
現
存
す
る
八
角
形
の
仏
堂
で
あ
る
法
隆
寺
夢
殿
（
三
七
）

、
栄

山
寺
八
角
堂
（
三
八
）

、
興
福
寺
北
円
堂
（
三
九
）

・
南
円
堂
（
四
〇
）

な
ど
で
は
、
心
柱
を
入

れ
ず
、
堂
内
の
中
央
部
分
に
本
尊
を
安
置
で
き
る
場
所
を
確
保
し
て
い
る
。
仮
に

鞠
智
城
内
の
仏
堂
に
安
置
さ
れ
る
本
尊
が
単
体
の
仏
像
で
は
な
く
大
野
城
の
よ

う
に
四
天
王
像
で
あ
っ
た
場
合
、
も
し
く
は
絵
画
で
あ
っ
た
場
合
な
ど
は
、
堂
内

に
分
散
す
る
な
ど
し
て
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
狭

く
見
栄
え
も
悪
い
。
仏
堂
で
は
な
く
塔
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
広
大
な
敷
地

に
な
ぜ
仏
塔
の
み
の
建
立
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
決
め
手
を
欠
く
（
四
一
）

。

以
上
か
ら
、
鞠
智
城
内
に
仏
教
関
連
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え

る
。
文
献
史
料
の
面
か
ら
も
、
八
世
紀
後
半
創
建
の
大
野
城
の
四
王
寺
や
九
世
紀

第 4図　鞠智城八角形建物跡

第 5図　古代東アジア八角形建物比較図
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後
半
創
建
の
日
本
海
側
各
地
の
四
王
寺
の
よ
う
に
、
新
羅
へ
の
対
応
と
し
て
鞠
智

城
に
四
天
王
像
が
祀
ら
れ
た
形
跡
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

八
世
紀
第
Ⅱ
・
Ⅲ
四
半
期
の
鞠
智
城
は
、
城
内
に
礎
石
建
物
が
出
現
し
、

第
Ⅳ
四
半
期
に
は
そ
の
礎
石
建
物
が
大
型
化
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

が
、
建
物
の
用
途
は
倉
庫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会

二
〇
一
二
）。
大
野
城
で
は
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
新
羅
対
策
と
し
て
四
王

寺
が
建
立
さ
れ
た
が
、
鞠
智
城
で
は
そ
う
い
っ
た
新
羅
対
策
の
要
素
を
見
い
だ

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

新
羅
海
賊
の
襲
撃
が
起
こ
る
の
は
貞
観
年
間
以
降
だ
が
、
鞠
智
城
で
は
、
そ

れ
以
前
の
天
安
二
年（
八
五
八
）（
四
二
）

の
三
例
と
、以
後
の
元
慶
三
年（
八
七
九
）

（
四
三
）

の
一
例
、
兵
庫
の
鳴
動
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
天
安
年
間
で
は
鞠
智
城
の

鳴
動
記
事
の
他
に
兵
庫
の
鳴
動
な
ど
と
い
っ
た
記
事
は
全
国
的
に
確
認
で
き

ず
、
鞠
智
城
に
お
い
て
直
接
的
に
新
羅
海
賊
を
警
戒
し
た
こ
と
の
表
れ
と
と
ら

え
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
海
側
で
本

格
的
に
新
羅
海
賊
の
警
戒
を
始
め
る
の
は
貞
観
以
降
で
あ
り
、
仁
寿
二
年

（
八
五
二
）
に
は
京
師
・
大
和
・
越
前
・
加
賀
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
隠
岐
・

播
磨
・
長
門
で
甘
露
が
降
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
（
四
四
）

、
日
本
海
側
の
諸
国
も

多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
甘
露
が
降
る
こ
と
は
天
子
が
仁
政
を
行
な
う
め
で
た

い
前
兆
と
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
差
し
迫
っ
た
新
羅
対
策
が
求
め
ら
れ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

貞
観
年
間
以
降
、
新
羅
海
賊
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
時
期
、
貞
観
一
七
年

（
八
七
五
）
に
は
、
肥
後
国
玉
名
郡
の
倉
の
上
に
は
大
鳥
二
羽
が
集
ま
り
、
菊

池
郡
の
倉
の
上
で
は
数
百
の
鳥
が
群
れ
て
倉
の
葦
草
の
引
き
抜
く
と
い
う
怪
事

件
が
起
き
（
四
五
）

、
肥
後
国
が
直
接
襲
撃
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の

何
ら
か
の
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
も
肥

後
国
に
大
鳥
が
集
結
し
て
、
川
の
水
が
赤
く
変
わ
っ
た
と
い
う
怪
異
が
報
告
さ

れ
て
い
る
（
四
六
）

。
こ
う
し
た
怪
異
の
報
告
は
、
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
に
新

羅
海
賊
が
博
多
湾
に
侵
入
し
て
豊
後
国
の
調
綿
な
ど
を
略
奪
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
肥
後
国
か
ら
大
宰
府
へ
納
入
す
る
物
品
の
安
全
が
危
ぶ
ま
れ
た
こ
と
に
よ

る
不
安
を
背
景
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、寛
平
五
年（
八
九
三
）に
は
、

肥
後
国
飽
田
郡
も
新
羅
海
賊
の
襲
撃
を
受
け
る
（
四
七
）

の
で
あ
る
。
元
慶
三
年
の

鳴
動
記
事
は
、
ま
さ
し
く
新
羅
海
賊
が
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
時
期
の
こ
と
で

あ
る
。

新
羅
海
賊
の
脅
威
に
対
し
て
は
、
仏
教
に
よ
る
対
応
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば

貞
観
一
一
年
に
は
隠
岐
国
の
史
生
一
員
を
廃
止
し
て
弩
師
一
員
を
置
く
こ
と
を

決
定
す
る
と
い
っ
た
対
応
が
行
わ
れ
（
四
八
）

、肥
後
国
で
も
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）

に
「
此
国
地
接
海
崖
、
防
備
隣
賊
。」
と
い
う
事
情
か
ら
史
生
一
員
を
廃
し
て

弩
師
が
置
か
れ
て
い
る
（
四
九
）

。
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
の
肥
後
国
飽
田
郡
の
新

羅
海
賊
襲
撃
を
受
け
て
の
対
応
で
あ
ろ
う
。
海
賊
へ
の
対
応
で
弩
師
を
配
置
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
明
海
か
ら
遠
く
離
れ
目
視
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

鞠
智
城
に
こ
の
弩
師
が
配
置
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
野
城
を
初
め
と
す
る
日
本
海
側
諸
国
の
積
極
的

な
四
王
寺
整
備
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
し
た
形
跡
が
な
い
鞠
智
城
は
、
八
・
九

世
紀
の
段
階
で
新
羅
に
対
す
る
実
質
的
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
。
寛
平
五
年
に
は
実
際
に
肥
後
国
飽
田
郡
が
新
羅
海
賊
に
よ
っ
て
襲
撃
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
、
ま
た
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
も
、
兵
庫
の

鳴
動
報
告
は
あ
っ
て
も
、
有
明
海
か
ら
の
外
敵
の
侵
入
を
考
慮
し
て
鞠
智
城
で

具
体
的
な
新
羅
海
賊
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
形
跡
は
、
史
料
か
ら
も
遺
構
か
ら
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
宰
府
か
ら
六
〇
キ
ロ
以
上
南
に
位
置
し
、
有

明
海
か
ら
も
遠
い
と
い
う
鞠
智
城
の
立
地
も
あ
っ
て
、
鞠
智
城
は
大
野
城
の
よ
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う
に
「
新
羅
に
直
る
高
顕
浄
地
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八
世
紀
後
半
以
降
の
対
外
的
な
危
機
は
、
鞠
智
城
の
機
能
に
対
し
て
影
響
を
与

え
た
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
八
・
九
世
紀
の
鞠
智
城
の
実
態
を
考
え
る
た
め
に
は
、
他
方

面
か
ら
の
検
討
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
鞠
智
城
の
役
割
に
影

響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
要
因
と
し
て
、
在
地
の
様
相
に
つ
い
て
寺
院
に
着

目
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
．
鞠
智
城
と
十
蓮
寺
跡

　
（
一
）
郡
家
・
城
柵
と
周
辺
寺
院

鞠
智
城
の
周
辺
に
は
八
世
紀
半
ば
以
降
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

十
蓮
寺
跡
が
存
在
し
、
こ
れ
以
外
に
は
古
代
寺
院
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
鞠

智
城
と
十
蓮
寺
跡
の
関
係
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
郡
家
・
城
柵
と
周
辺
寺
院

と
の
関
係
を
み
て
お
く
。

全
国
の
郡
家
周
辺
に
は
、
何
ら
か
の
公
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
寺
院
が
存
在
す
る
例
が
多
数
あ
る
。
郡
家
も
し
く
は
国
府
な
ど
の
官

衙
と
共
通
の
瓦
を
使
用
す
る
な
ど
、
官
衙
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
建
立
さ

れ
た
こ
れ
ら
の
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
寺
院
で
あ
っ
た
の
か
は
、
官

寺
説
・
氏
寺
説
な
ど
多
く
の
説
が
あ
り
、
定
見
に
は
達
し
て
い
な
い
（
山
中

二
〇
〇
五
）。
多
く
の
場
合
は
郡
家
に
隣
接
し
、
離
れ
て
い
て
も
一
キ
ロ
程
度

の
近
距
離
に
位
置
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
美
濃
国
武
義
郡
の
弥
勒
寺

と
弥
勒
寺
東
遺
跡
、
美
作
国
久
米
郡
の
久
米
寺
と
宮
尾
遺
跡
の
よ
う
に
、
狭
い

土
地
に
寺
院
も
含
め
た
立
地
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

全
国
の
郡
家
遺
跡
と
そ
の
周
辺
寺
院
跡
に
つ
い
て
、
双
方
と
も
判
明
し
て
い

る
例
を
第
1
表
に
示
し
た
。
そ
れ
ら
の
地
理
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
標
高
差

は
ほ
ぼ
な
い
場
合
が
多
く
、
差
が
あ
る
場
合
で
も
、
郡
家
の
ほ
う
が
標
高
が
高

く
や
や
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

東
北
の
郡
山
遺
跡
・
多
賀
城
以
外
の
城
柵
で
も
、
周
辺
寺
院
が
確
認
さ
れ
て

い
る
例
が
あ
る
。
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
按
察
使
が
殺
害
さ
れ
る
な
ど
の
大

規
模
な
蝦
夷
の
反
乱
が
起
こ
り
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
ま
で
に
多
賀
城
か
ら

三
五
キ
ロ
ほ
ど
北
方
に
広
が
る
大
崎
平
野
に
は
玉
造
柵
な
ど
五
柵
が
設
置
さ
れ

た
（
五
〇
）

。
陸
奥
国
府
が
郡
山
遺
跡
か
ら
多
賀
城
へ
移
転
す
る
な
ど
古
代
国
家
の

蝦
夷
政
策
に
大
転
換
が
図
ら
れ
る
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
城
柵
は
郡

家
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
設
置
さ
れ
、
周
辺
に
は
寺
院
が
営
ま

れ
て
い
た
。
そ
れ
が
菜
切
谷
廃
寺
（
加
美
町
）、
伏
見
廃
寺
（
大
崎
市
）、
一
ノ

関
廃
寺
（
色
麻
町
）
の
三
寺
で
あ
る
（
第
2
図
）。

菜
切
谷
廃
寺
は
色
麻
柵
・
色
麻
郡
家
と
推
定
さ
れ
る
城
生
遺
跡
（
加
美
町
）

か
ら
一
キ
ロ
程
度
の
場
所
に
あ
る
。
伏
見
廃
寺
は
、
玉
造
柵
な
ど
と
考
え
ら
れ

る
名
生
館
官
衙
遺
跡
（
五
一
）

（
大
崎
市
）
か
ら
一
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
位
置

し
、
創
建
瓦
に
は
名
生
館
官
衙
遺
跡
の
同
笵
瓦
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
ノ
関

廃
寺
に
つ
い
て
も
、
現
状
で
は
不
詳
だ
が
周
辺
に
城
柵
・
郡
家
な
ど
の
官
衙
遺

跡
が
存
在
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
菜
切
谷
廃
寺
と
城
生
遺
跡
、
伏
見
廃
寺

と
名
生
館
官
衙
遺
跡
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
標
高
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
の
三
つ
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
創
建
瓦
が

相
互
に
共
有
関
係
を
も
ち
、
同
時
期
に
共
通
す
る
意
図
の
も
と
で
創
建
さ
れ
た

こ
と
、
ま
た
多
賀
城
創
建
期
に
は
、
大
崎
平
野
の
日
の
出
山
瓦
窯
で
焼
か
れ
た

多
賀
城
創
建
瓦
を
利
用
し
て
補
修
さ
れ
、
郡
山
遺
跡
か
ら
多
賀
城
へ
の
陸
奥
国

府
移
転
と
い
う
情
勢
の
中
で
、
陸
奥
国
府
か
ら
の
支
援
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
さ
ら
に
八
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
補
修
で
も
瓦
を
共
有
し
、
こ
の
時

も
三
寺
同
時
に
補
修
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
金
堂
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第 1表　古代山城と寺院
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一
堂
の
み
と
考
え
ら
れ
る
小
規
模
な
寺
院
で
あ
る
が
、
郡
と
い
う
単
位
を
越
え

て
国
府
の
権
力
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
大
崎
平
野
に
は
七
世
紀

後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
主
に
東
国
か
ら
移
住
し
た
柵
戸
が
配
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
（
今
泉
一
九
八
九
）、
こ
う
し
た
移
民
の
生
活
は
時
に
蝦
夷
た

ち
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
不
安
定
な
要
素
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
移

民
た
ち
に
と
っ
て
も
、
寺
院
の
存
在
は
精
神
的
な
支
柱
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
城
柵
・
官
衙
に
付
属
す
る
形
で
建
立
さ
れ
た
寺
院
は
、
蝦
夷
た
ち

の
教
化
や
蝦
夷
た
ち
に
対
し
て
支
配
者
で
あ
る
古
代
国
家
の
威
容
を
示
す
も
の
、

ま
た
古
代
国
家
が
支
配
領
域
を
広
げ
て
い
く
際
の
社
会
の
安
定
を
は
か
る
も
の
と

し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
五
二
）

。

　
（
二
）
十
蓮
寺
跡
と
菊
池
郡

鞠
智
城
の
南
側
に
広
が
る
丘
陵
地
に
は
、
塔
心
礎
が
残
る
十
蓮
寺
跡
が
存
在

し
、
菊
池
郡
家
に
付
属
す
る
「
郡
寺
」
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。「
十

蓮
寺
」
の
名
称
の
由
来
は
不
明
で
、
一
八
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
肥
後
国

誌
』
に
は
「
里
俗
云
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
菊
池
兼
朝
（
？
～

一
四
四
四
）
建
立
ノ
庵
跡
也
ト
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
廃
跡
ニ
天
神
ヲ

祀
リ
、
大
木
ア
リ
シ
ヲ
神
木
ト
シ
テ
十
連
木
天
神
ト
号
ス
。
今
ヤ
此
大
木
朽

倒
レ
古
株
ヨ
リ
生
立
セ
シ
樫
ノ
木
繁
茂
セ
リ
。
此
近
傍
ノ
畑
ヲ
掘
レ
ハ
布
目
古

瓦
ノ
缺
多
ク
出
ル
ト
云
。」（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
注
記
）
と
あ
る
の
み
で
、
古
来

瓦
が
出
土
す
る
地
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
寺
院
跡
で
あ

る
と
い
う
伝
承
は
見
え
な
い
。
こ
の
十
蓮
寺
跡
は
、
発
掘
調
査
は
部
分
的
に
行

わ
れ
て
い
る
も
の
の
報
告
書
が
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
な
点
が
多

い
が
、
現
存
す
る
塔
心
礎
は
現
在
地
よ
り
も
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
が
原
位
置

で
、
大
き
さ
か
ら
推
測
し
て
三
重
塔
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
瓦
の
堆
積
と

土
層
の
変
化
か
ら
、
塔
の
西
側
に
金
堂
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
五
三
）

。

寺
院
が
存
在
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
土
し
た
瓦
か
ら
、
松
本
雅
明
氏
は
奈

良
時
代
中
期
の
創
建
で
、
奈
良
時
代
末
に
補
修
を
行
い
、
平
安
時
代
初
期
に
焼

亡
し
た
が
そ
の
後
瓦
を
使
わ
ず
に
再
建
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
（
松
本

一
九
六
五
ｂ
）。
ま
た
広
瀬
正
照
氏
は
、
や
は
り
瓦
の
検
討
か
ら
奈
良
時
代
後

期
か
ら
平
安
時
代
中
期
頃
ま
で
存
続
し
た
と
推
測
す
る
（
広
瀬
一
九
八
四
）。

こ
こ
で
は
、
早
く
て
も
奈
良
時
代
中
期
の
創
建
で
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
存
続

し
た
も
の
と
見
て
お
く
。

第 6図　鞠智城・十蓮寺跡・西寺遺跡
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こ
の
十
蓮
寺
跡
と
鞠
智
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鞠
智
城
か
ら
十
蓮
寺
跡

へ
は
、
深
迫
門
あ
る
い
は
堀
切
門
か
ら
出
入
り
す
る
と
考
え
る
と
一
旦
谷
川
の

流
れ
る
迫
地
に
下
り
、
ま
た
上
っ
た
丘
陵
の
南
端
に
、
南
を
正
面
と
し
て
十
蓮

寺
跡
が
位
置
し
て
い
る
。
堀
切
門
か
ら
は
一
・
九
キ
ロ
、
深
迫
門
か
ら
は
二
・
一

キ
ロ
、
標
高
差
は
ど
ち
ら
の
門
か
ら
も
十
蓮
寺
跡
の
ほ
う
が
六
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
低
い
位
置
に
あ
る
。
鞠
智
城
か
ら
の
便
を
優
先
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
迫
地
を

挟
ん
だ
丘
陵
上
の
南
端
で
は
な
く
、
よ
り
鞠
智
城
に
近
い
場
所
に
建
立
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
立
地
か
ら
考
え
て
、
単
純
に
鞠
智
城
に
付
属
す
る
寺
院
と
捉

え
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
れ
で
は
、
十
蓮
寺
跡
と
菊
池
郡
家
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
菊
池
郡
家
は
、
十
蓮
寺
跡
か
ら
南
へ
一
・
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
菊
池
盆
地

の
平
野
部
に
位
置
す
る
西
寺
遺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
判
然
と
し

な
く
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
郡
家
想
定
地
の
北
側
・
西
側
に
は
土
塁
が
残
っ

て
い
た
と
い
う
（
松
本
一
九
六
五
ａ
）。
ま
た
、
南
西
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

に
あ
る
南
園
地
区
で
は
多
量
の
布
目
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
瓦
の
年
代
は
八
世

紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
郡
家
整
備
は
瓦
の
年
代

に
先
行
し
奈
良
時
代
に
は
周
辺
に
菊
池
郡
家
が
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
菊
池
郡
家
推
定
地
（
西
寺
遺
跡
）
と
十
蓮
寺
跡
は
、
距
離
は
一
・
五
キ
ロ
、

標
高
差
は
一
九
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
十
蓮
寺
跡
の
ほ
う
が
高
い
位
置
に
あ
る
。
菊
池

郡
家
推
定
地
と
十
蓮
寺
跡
の
位
置
関
係
は
、
前
節
で
確
認
し
た
郡
家
と
寺
院
と

の
高
低
差
に
つ
い
て
の
全
国
的
な
傾
向
と
は
逆
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
十
蓮

寺
跡
か
ら
鞠
智
城
長
者
原
地
区
ま
で
は
二
・
五
キ
ロ
、
標
高
差
は
谷
を
挟
ん
で

七
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
鞠
智
城
の
ほ
う
が
高
い
位
置
に
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
典

型
的
な
郡
家
あ
る
い
は
城
柵
と
寺
院
と
の
関
係
と
は
異
質
で
あ
る
。

十
蓮
寺
跡
は
、
鞠
智
城
の
存
在
を
前
提
に
、
菊
池
郡
家
か
ら
鞠
智
城
へ
向
か

う
経
路
沿
い
の
、
見
晴
ら
し
の
良
い
丘
陵
上
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
菊
池
郡
家
は
、菊
池
郡
内
を
通
る「
車
路
」と
称
さ
れ
る
重
要
な
交
通
路（
鶴

嶋
一
九
九
七
）
に
沿
っ
た
地
点
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
丘
陵
か
ら

降
り
た
平
地
に
位
置
し
て
い
る
。
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
菊
池
郡
内
に
は
う
て
な

遺
跡
や
深
川
遺
跡
な
ど
の
集
落
遺
跡
が
形
成
さ
れ
、
人
口
が
急
激
に
増
加
し
て

く
る
（
能
登
原
二
〇
一
四
）。
こ
の
時
期
は
菊
池
平
野
に
限
ら
ず
肥
後
国
の
生

産
力
が
大
幅
に
向
上
し
た
よ
う
で
、
肥
後
国
は
延
暦
一
四
年
（
七
九
五
）
に
は

大
国
に
昇
格
し
て
い
る
（
五
四
）

。
十
蓮
寺
跡
は
交
通
の
便
か
ら
選
ば
れ
た
平
地
の

郡
家
に
対
し
て
、
集
落
か
ら
よ
く
望
む
こ
と
が
で
き
る
高
い
位
置
に
三
重
塔
と

金
堂
を
備
え
た
荘
厳
な
寺
院
を
建
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
地
域
の
支
配
者
で
あ
る
郡
司
の
権
威
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
は

な
い
か
。

八
世
紀
、
鞠
智
城
の
南
側
の
菊
池
郡
で
は
郡
家
が
整
備
さ
れ
、
多
く
の
集
落

が
形
成
さ
れ
、
丘
陵
上
に
は
寺
院
も
創
建
さ
れ
た
。
鞠
智
城
で
は
八
世
紀
第
Ⅱ

四
半
期
に
城
内
の
建
物
が
礎
石
建
物
へ
と
建
て
替
え
が
行
わ
れ
る
が
、
土
器
が

出
土
し
な
い
こ
と
か
ら
人
が
常
駐
し
管
理
す
る
体
制
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
第
Ⅳ
四
半
期
に
は
礎
石
建
物
が
大
型
化
し
、
再
び
土
器
が
発
見

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
使
用
土
器
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
八
世

紀
第
Ⅰ
四
半
期
ま
で
に
使
わ
れ
て
い
た
様
々
な
生
産
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
須

恵
器
と
畿
内
系
の
土
師
器
は
八
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
に
は
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、

玉
名
郡
の
荒
尾
窯
跡
群
産
の
須
恵
器
と
在
地
系
土
師
器
が
大
部
分
を
占
め
、
九

世
紀
以
降
は
在
地
系
土
師
器
の
み
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
熊
本
県
教
育

委
員
会
二
〇
一
二
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
に
対
す
る
肥
後
国
、
そ
し
て

菊
池
郡
の
関
与
が
深
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
以
降
は

城
内
に
多
数
の
倉
庫
が
作
ら
れ
、
ま
た
九
世
紀
に
は
兵
庫
と
不
動
倉
が
存
在
し
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た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
倉
の
管
理
に
は
、
菊
池
郡

司
な
ど
の
在
地
勢
力
が
関
与
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
五
五
）

。

八
世
紀
半
ば
以
降
、
菊
池
郡
内
各
所
で
形
成
さ
れ
た
集
落
の
発
展
を
背
景
に

在
地
の
有
力
者
層
も
成
長
し
、
菊
池
郡
家
と
関
連
す
る
寺
院
が
郡
内
に
必
要
と

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
十
蓮
寺
跡
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
古
代
寺
院
が
、
鞠
智
城

の
存
在
を
意
識
し
て
鞠
智
城
を
背
後
に
頂
い
た
丘
陵
上
に
創
建
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

八
・
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
機
能
の
変
化
に
つ
い
て
、
推
論
を
重
ね
た

検
討
と
な
っ
た
が
、
鞠
智
城
内
の
仏
教
施
設
の
有
無
、
周
辺
の
寺
院
の
様
相
か

ら
、
八
・
九
世
紀
の
鞠
智
城
は
新
羅
な
ど
の
外
敵
に
対
応
す
る
性
格
を
強
く
有

す
る
施
設
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
八
世
紀
の
後
半
頃

か
ら
菊
池
郡
な
ど
在
地
勢
力
の
力
が
拡
大
し
、
鞠
智
城
の
倉
庫
管
理
な
ど
を
担

い
運
営
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
の
存
在
を
意
識
し
た
立
地
の
寺
院
が
建

立
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
鞠
智
城
は
対
外
的
な
危
機
に
対
応
す
る
施
設
と
し

て
の
要
素
は
薄
れ
た
が
、
倉
庫
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
か
で
地
域
社
会
で
は
一

定
の
重
要
性
を
維
持
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
考
察
の
対
象
外
と
し
た
が
、
古
代
山
城
周
辺
に
存
在
し
た
白
鳳
寺
院

や
、
山
城
廃
絶
後
の
山
城
跡
地
へ
の
寺
院
建
立
な
ど
か
ら
、
古
代
山
城
と
在
地

の
関
係
を
よ
り
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た

鞠
智
城
と
在
地
の
関
係
に
も
敷
衍
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
古
代
山
城
と
在
地
と
の
関
係
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
続
け
て
い

き
た
い
。

注（
一
）
鬼
ノ
城
（
岡
山
県
総
社
市
）
や
大
廻
小
廻
山
城
（
岡
山
県
岡
山
市
）、
屋
嶋
城
（
香
川

県
高
松
市
）
な
ど
で
は
平
安
時
代
以
降
に
城
内
に
寺
院
が
作
ら
れ
る
が
、
す
で
に
八
世

紀
前
半
ま
で
に
は
城
と
し
て
の
機
能
を
停
止
し
て
お
り
、
寺
院
の
選
地
に
城
の
存
在
は

直
接
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
回
の
考
察
対
象
と
は
し
な
い
。

（
二
）『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
三
月
三
日
太
政
官
符

（
三
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
三
月
癸
卯
（
四
日
）
条

（
四
）
多
聞
天
が
単
体
で
祀
ら
れ
る
際
は
、
毘
沙
門
天
と
呼
ば
れ
る
。
現
在
四
王
寺
山
に
は

毘
沙
門
堂
が
存
在
す
る
。

（
五
）『
類
聚
国
史
』
延
暦
廿
年
（
八
〇
一
）
正
月
癸
丑
（
廿
日
）
条

（
六
）『
類
聚
国
史
』
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
一
二
月
甲
寅
朔
日
条

（
七
）『
類
聚
国
史
』
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
九
月
己
卯
（
一
二
日
）
条

（
八
）『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
二
月
庚
寅
（
廿
五
日
）
条

　
　

そ
の
後
は
、
四
王
寺
で
の
悔
過
は
観
世
音
寺
講
師
が
勤
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
（『
平
安

遺
文
』
四
九
〇
〇
「
弘
仁
一
一
年
三
月
四
日
大
宰
府
牒
案
」）、
ま
た
嘉
祥
年
間
に
は
入

唐
を
希
望
す
る
円
珍
が
便
船
を
待
っ
て
四
王
寺
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
（『
平
安
遺
文
』

四
四
六
四
「
肥
前
国
講
師
某
解
案
」、四
四
九
二
「
円
珍
奏
状
」、四
四
九
四
「
太
政
官
牒
」）

な
ど
に
よ
っ
て
四
王
寺
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

（
九
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
五
月
壬
寅
（
一
三
日
）
条

（
一
〇
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
九
月
辛
丑
（
一
四
日
）
条

（
一
一
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
二
月
一
四
日
庚
申
条

　
　

阿
蘇
山
は
こ
の
頃
火
山
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
お
り
、
貞
観
六
年
に
は
肥
後
国
阿
蘇
郡

の
健
磐
龍
命
神
霊
池
が
音
を
出
し
て
揺
れ
、
池
の
水
が
沸
騰
し
て
周
囲
に
あ
ふ
れ
出
た

こ
と
が
記
さ
れ
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
一
二
月
廿
六
日
己
卯
条
）、
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翌
年
に
は
こ
の
怪
異
の
報
告
と
奉
幣
が
宇
佐
八
幡
宮
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
（『
日
本

三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
二
月
一
四
日
丙
寅
条
）。

（
一
二
）『
類
聚
符
宣
抄
』
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
五
月
一
三
日
太
政
官
符

（
一
三
）『
日
本
紀
略
』
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
八
月
二
日
戊
申
条

（
一
四
）
田
平
徳
栄
氏
は
、
地
名
以
外
に
寺
院
の
存
在
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

大
野
城
の
四
王
院
と
混
同
し
た
伝
承
に
よ
る
地
名
で
あ
る
と
す
る
。
出
土
し
た「
山
寺
」

の
墨
書
土
器
も
外
部
か
ら
の
持
ち
込
み
と
評
価
す
る
が
、
具
体
的
な
根
拠
に
は
言
及
さ

れ
て
い
な
い
（
田
平
一
九
九
三
）。

（
一
五
）
山
村
信
榮
氏
は
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
城
山
」
を
基
肄
城
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、

基
肄
城
内
の
仏
教
施
設
の
存
在
を
説
明
す
る
が
、
平
安
時
代
に
大
野
城
の
こ
と
を
「
城

山
」
と
表
記
す
る
例
が
多
数
存
在
し
、
史
料
か
ら
基
肄
城
の
仏
教
施
設
の
存
在
を
証
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
一
六
）『
類
聚
国
史
』
一
七
一
地
震　

天
長
七
年
正
月
癸
卯
（
廿
八
日
）
条

（
一
七
）
鵜
ノ
木
地
区
は
城
外
で
は
あ
る
が
、
祭
祀
遺
跡
、
水
洗
厠
舎
跡
、
竪
穴
住
居
跡
、

井
戸
跡
、
鍛
冶
遺
構
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
、
秋
田
城
の
活
動
を
支
え
る
重
要
な
区
画

で
あ
る
。

（
一
八
）
八
世
紀
に
つ
い
て
は
、
寺
院
の
建
物
配
置
に
当
て
は
め
ら
れ
る
よ
う
な
掘
立
柱
建

物
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
寺
域
を
区
画
す
る
塀
が
存
在
し
な
い
、
塔
が
な
い
、
礎

石
立
ち
で
は
な
く
瓦
も
葺
か
れ
て
い
な
い
な
ど
、
寺
院
と
考
え
る
に
は
問
題
と
な
る
点

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
二
〇
〇
六
）。
し
た
が
っ
て
鵜
ノ
木
地
区
に
四
王
寺
が
あ
っ

た
と
考
え
た
場
合
、
八
世
紀
末
、
大
野
城
の
四
王
寺
よ
り
若
干
遅
れ
る
時
期
の
創
建
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
九
）
こ
の
多
賀
城
廃
寺
の
特
徴
の
一
つ
に
、
三
重
塔
の
基
壇
が
現
在
残
っ
て
い
る
だ
け

で
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
、
異
様
に
高
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
た

理
由
を
景
観
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
た
堀
裕
氏
は
、
多
賀
城
内
の
官
人
・
蝦
夷
た
ち
や
、

多
賀
城
南
方
の
陸
路
・
海
路
、
そ
し
て
多
賀
城
西
面
の
街
区
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
多
賀
城

廃
寺
の
塔
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

は
、
多
賀
城
廃
寺
だ
け
で
な
く
国
府
多
賀
城
の
威
容
を
示
す
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
し

て
い
る
（
堀
二
〇
一
三
）。

（
二
〇
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
五
月
廿
六
日
甲
子
条

（
二
一
）
伯
耆
国
府
北
側
の
四
王
寺
山
の
山
頂
に
四
王
寺
跡
が
残
る
。

（
二
二
）
島
根
県
松
江
市
山
代
町
に
「
師
王
寺
（
し
わ
じ
）」
の
地
名
が
残
り
、『
出
雲
国
風

土
記
』
に
記
さ
れ
た
意
宇
郡
山
代
郷
南
新
造
院
と
さ
れ
る
寺
院
跡
が
あ
る
。
こ
れ
が
後

に
四
王
寺
に
転
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
山
代
郷
南
新
造
院
は
出
雲
国
府

と
同
所
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
意
宇
郡
家
か
ら
二
里
（
約
八
キ
ロ
）
ほ
ど
離
れ
た

場
所
に
あ
り
、
飯
石
郡
少
領
出
雲
臣
弟
山
が
創
建
し
た
。
出
雲
臣
弟
山
は
、
天
平
一
八

年
（
七
六
四
）
に
出
雲
国
造
に
な
っ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平
一
八
年
三
月
己
未
（
七

日
）
条
）。

（
二
三
）
現
在
、
山
口
県
下
関
市
長
府
の
四
王
司
山
に
、
毘
沙
門
天
を
祀
る
四
王
司
神
社
が

あ
る
。
長
門
国
府
は
、
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
四
王
司
神
社
か
ら
三
キ
ロ
ほ
ど

南
の
下
関
市
長
府
宮
の
内
町
の
忌
宮
神
社
付
近
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
三
代
実

録
』
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
一
一
月
七
日
戊
辰
条
に
「
詔
賜
長
門
国
四
王
院
沙
弥
教
勝
・

教
林
二
人
度
。
先
是
、
貞
觀
九
年
始
置
前
件
四
王
院
、
安
置
四
僧
。
教
勝
等
預
在
四
人

之
内
。
仍
特
度
之
。」
と
あ
っ
て
、
長
門
国
の
四
王
院
に
は
沙
弥
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、

教
勝
・
教
林
の
二
人
は
特
別
に
得
度
が
許
さ
れ
て
正
式
な
僧
侶
と
な
っ
た
。
沙
弥
で
は

な
く
正
式
な
僧
侶
を
配
置
す
る
こ
と
で
よ
り
強
力
な
調
伏
効
果
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

（
二
四
）『
延
喜
式
』
で
は
、
出
羽
国
で
は
四
天
王
法
修
法
の
僧
供
養
料
な
ど
、
伯
耆
・
出
雲
・

長
門
の
三
ヵ
国
で
は
四
王
寺
で
の
修
法
料
な
ど
に
つ
い
て
当
国
の
正
税
か
ら
支
出
す
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
。
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（
二
五
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
六
月
廿
三
日
丁
亥
条

（
二
六
）
四
天
王
や
梵
天
・
帝
釈
天
な
ど
の
天
部
は
仏
教
を
守
護
す
る
神
で
、
毘
沙
門
天
や

吉
祥
天
な
ど
を
祀
る
堂
を
設
け
る
こ
と
は
あ
る
が
、
寺
院
全
体
の
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
い
。
例
え
ば
、
西
大
寺
に
は
四
王
堂
が
存
在
す
る
が
、
寺
院
の
中
心
的

堂
舎
で
あ
る
金
堂
院
に
は
薬
師
金
堂
と
弥
勒
金
堂
が
あ
り
、
ま
た
堂
舎
名
が
四
王
堂
で

あ
っ
て
も
「
西
大
寺
資
財
流
記
帳
」
で
は
筆
頭
に
火
頭
菩
薩
像
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

堂
の
中
心
に
は
火
頭
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
七
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
二
月
一
七
日
甲
戌
条
に
、「
去
年
」
の

こ
と
と
し
て
見
え
る
。

（
二
八
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
正
月
四
日
丙
戌
条

（
二
九
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
七
）
七
月
一
五
日
丁
巳
条

（
三
〇
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
八
）
一
二
月
一
九
日
甲
申
条

（
三
一
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
（
八
七
〇
）
六
月
一
五
日
辛
丑
条

（
三
二
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
一
二
月
一
七
日
庚
子
条

（
三
三
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
三
月
一
九
日
癸
未
条
、
元
慶
四
年

（
八
八
〇
）
二
月
廿
八
日
壬
子
条
、
元
慶
四
年
六
月
一
七
日
己
亥
条

（
三
四
）
貞
観
八
年
若
狭
国
、
貞
観
一
三
年
壱
岐
島
、
元
慶
四
年
隠
岐
国
、
元
慶
五
年
加

賀
国
な
ど
。
日
本
海
に
面
し
て
い
な
い
国
か
ら
の
鳴
動
報
告
と
し
て
は
、
貞
観
八
年

（
八
六
七
）
の
美
作
国
、
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
の
山
城
国
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
の
報

告
が
あ
る
。

（
三
五
）
鞠
智
城
の
八
角
形
建
物
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
建
築
物
と
し
て
、
朝
鮮

半
島
の
多
角
形
建
物
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
田
中
俊
明
氏
が
検
討
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
高
句
麗
・
新
羅
で
八
角
形
建
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
仏

堂
の
ほ
か
に
始
祖
廟
、
社
稷
壇
、
天
壇
な
ど
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
と
い
い
、
用
途

は
諸
説
あ
っ
て
一
定
し
な
い
よ
う
で
あ
る
（
田
中
二
〇
一
四
）。

（
三
六
）『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
五
月
甲
申
（
廿
五
日
）
条

（
三
七
）
八
世
紀
中
頃
の
創
建
で
、
後
世
の
修
理
に
よ
り
屋
根
の
形
状
な
ど
に
変
更
が
あ
る

が
、
概
ね
創
建
時
の
ま
ま
現
存
す
る
。

（
三
八
）
八
世
紀
後
半
の
創
建
で
、
創
建
時
の
建
物
が
残
る
。

（
三
九
）
創
建
は
八
世
紀
前
半
、
現
存
の
建
物
は
一
三
世
紀
の
再
建
。

（
四
〇
）
創
建
は
九
世
紀
前
半
、
現
存
の
建
物
は
一
八
世
紀
末
の
再
建
。

（
四
一
）
向
井
一
雄
氏
は
、
国
内
の
現
存
・
非
現
存
の
多
角
形
建
物
、
郡
家
の
多
角
形
建
物

と
の
比
較
、
さ
ら
に
朝
鮮
の
二
聖
山
城
の
八
角
形
建
物
が
硯
や
筆
な
ど
の
倉
庫
で
あ
っ

た
可
能
性
が
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鞠
智
城
の
八
角
形
建
物
も
特
殊

な
物
品
を
納
め
る
倉
庫
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
向
井
二
〇
一
四
）。
郡
家

に
お
け
る
多
角
形
建
物
と
し
て
は
、
佐
位
郡
家
と
さ
れ
る
三
軒
屋
遺
跡
（
群
馬
県
伊
勢

崎
市
）
の
八
面
甲
倉
、
那
須
郡
家
と
さ
れ
る
那
須
官
衙
郡
（
栃
木
県
那
珂
川
町
）
の
六

角
形
建
物
、渥
美
郡
家
と
さ
れ
る
市
道
遺
跡（
愛
知
県
豊
橋
市
）の
六
角
形
建
物
が
あ
る
。

　
　

 

遺
構
か
ら
仏
教
施
設
と
推
測
さ
れ
る
建
物
跡
と
し
て
は
樫
原
廃
寺
八
角
塔
（
京
都
市
）

や
栢
杜
遺
跡
八
角
円
堂
（
京
都
市
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
樫
原
廃
寺
八
角
塔
に
つ
い
て
は

心
礎
の
状
況
か
ら
塔
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
だ
が
、
栢
杜
遺
跡
八
角
円
堂
は
堂
内
部
、

特
に
内
陣
の
様
子
は
不
明
確
で
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
四
二
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
閏
二
月
丙
辰
（
廿
四
日
）
条

　
　
　
　
　
　
「
肥
後
国
言
。
菊
池
城
院
兵
庫
鼓
自
鳴
。」

　
　
　
　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
閏
二
月
丁
巳
（
廿
五
日
）
条

　
　
　
　
　
　
「
又
鳴
。」

　
　
　
　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
六
月
己
酉
（
廿
日
）
条　

　
　
　
　
　
　
「
又
肥
後
国
菊
池
城
院
兵
庫
鼓
自
鳴
。
同
城
不
動
倉
一
一
宇
火
。」

（
四
三
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
三
月
一
六
日
丙
午
条　

　
　
　
　
　
　
「
又
肥
後
国
菊
池
郡
城
院
兵
庫
戸
自
鳴
。」
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（
四
四
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
五
月
是
月
条

（
四
五
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
七
年
（
八
七
五
）
六
月
廿
日
辛
未
条

　
　

こ
の
菊
池
郡
の
倉
が
、
鞠
智
城
内
に
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
ま
た
別
個
に
存
在
す

る
も
の
な
の
か
は
議
論
が
あ
る
が
、
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
四
六
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
一
二
月
廿
二
日
癸
未
条

（
四
七
）『
日
本
紀
略
』
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
閏
五
月
三
日
庚
午
条

（
四
八
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
三
月
七
日
乙
丑
条

（
四
九
）『
類
聚
三
代
格
』
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
四
月
五
日
太
政
官
符

（
五
〇
）『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
戊
午
（
一
四
日
）
条

（
五
一
）
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
建
郡
の
丹
取
郡
家
、
さ
ら
に
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
は

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
玉
造
柵
、
そ
し
て
玉
造
郡
家
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

（
五
二
）
陸
奥
国
内
に
は
他
に
も
桃
生
城
、
伊
治
城
、
胆
沢
城
、
志
波
城
、
徳
丹
城
な
ど
の

城
柵
が
八
世
紀
以
降
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
城
柵
に
関

し
て
は
、
付
属
寺
院
と
目
さ
れ
る
仏
教
施
設
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
九
世
紀
以
降
に

つ
い
て
は
、
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
ま
で
に
鎮
守
府
が
多
賀
城
か
ら
胆
沢
城
に
移
さ
れ

た
と
さ
れ
（
鈴
木
拓
也
一
九
八
四
）、
九
世
紀
中
頃
、
鎮
守
府
が
奥
六
郡
の
支
配
を
担
う

よ
り
行
政
的
な
組
織
に
変
化
し
た
時
期
に
創
建
さ
れ
た
国
見
山
廃
寺（
岩
手
県
北
上
市
）

に
つ
い
て
、
胆
沢
城
鎮
守
府
に
付
属
す
る
寺
院
と
し
て
営
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
議
論
も
あ
る
が
（
菅
野
二
〇
〇
五
）、
確
定
で
き
な
い
点
が
多
い
。

（
五
三
）
発
掘
調
査
を
行
っ
た
松
本
雅
明
氏
は
法
起
寺
式
伽
藍
配
置
を
想
定
し
て
い
る
が
、

中
門
・
講
堂
・
回
廊
・
僧
坊
は
未
検
出
で
、
南
大
門
の
存
在
に
つ
い
て
も
明
確
に
記
し

て
い
な
い
。
か
つ
て
講
堂
跡
と
目
さ
れ
る
箇
所
に
礎
石
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
発
掘
調

査
の
時
点
で
は
す
で
に
撤
去
さ
れ
て
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
法
起
寺
式
と
呼
べ
る

ほ
ど
伽
藍
が
整
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
と
す
る
よ
り
な
い
。

（
五
四
）『
日
本
紀
略
』
延
暦
一
四
年
（
七
九
五
）
九
月
乙
卯
（
廿
一
日
）
条
。『
延
喜
式
』

民
部
式
で
も
肥
後
国
は
西
海
道
唯
一
の
大
国
で
あ
る
。

（
五
五
）
向
井
一
雄
氏
は
九
世
紀
以
降
も
鞠
智
城
の
倉
庫
群
が
存
続
し
て
い
た
理
由
と
し

て
、
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
か
ら
実
施
さ
れ
た
公
営
田
の
存
在
を
指
摘
す
る
（
向
井

二
〇
一
四
）。
肥
後
国
の
み
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）、
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
公
営
田

経
営
の
継
続
が
許
可
さ
れ
て
お
り
（『
類
聚
三
代
格
』
斉
衡
二
年
一
〇
月
廿
五
日
太
政
官

符
）、
大
宰
府
の
管
理
下
で
鞠
智
城
の
倉
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
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